
（公財）日本関税協会主催 保税事務研修

最近の密輸動向等について
（不審貨物通報のお願い）

令和８年２月

大 阪 税 関

調査部情報管理室
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説明内容
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１.最近の密輸動向について

（1）令和７年の全国税関における関税法違反事件取締り状況

（2）商業貨物を利用した不正薬物密輸入の摘発状況

２.多発する金地金や金製品の密輸入について

３.不審貨物通報等情報提供への協力依頼について

（1）貨物外観上の不審点

（2）取引形態の不審点

（3）行動・言動の不審点
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１.最近の密輸動向について



令和７年の不正薬物等の摘発実績 （令和８年２月１７日報道発表）



令和７年の全国税関における関税法違反事件取締り状況
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不正薬物の押収量が３トン越え！

摘発件数は 126件（前年比 10%減）、押収量は約 840
㎏（同 53%減）と共に減少。

摘発件数は 316 件（同 17%減）、押収量は約 1,531kg
（同約3.5倍）と大幅に増加。

あへん、麻薬（ヘロイン、コカイン、MDMA 等）、向精神薬及び指定薬物

摘発件数は 558 件（同 14%増）、押収量は約 841kg（同
53%増）となり、共に増加。



令和７年の全国税関における関税法違反事件取締り状況
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特徴① 大麻の摘発が急増！

大麻（大麻草・ＴＨＣ類製品）の摘発件数は316件と減少（前年比17%減）した一方で、押収量は約1,531㎏と増加（同約3.5
倍）した。
大麻草の押収量は約1,213㎏と増加（同約4.5倍）し、ＴＨＣ類製品の押収量は約318㎏であった。大麻草の押収量が大幅
に増加した要因として、令和７年６月に東京税関が摘発した大麻草約１トンの事件が挙げられる。
大麻の仕出地別摘発件数の割合では、米国が43%、タイが27%、ベトナムが８%となり、北米及びアジアで約９割を占めた。



令和７年の全国税関における関税法違反事件取締り状況
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特徴② 航空機旅客・商業貨物からの不正薬物の摘発件数が増加！

令和７年上半期の不正薬物全体の摘発実績を密輸形態別に見ると、航空機旅客が370件（前年比29%増）、商業貨物
が191件（前年比19%増） といずれも増加した。



商業貨物を利用した不正薬物密輸入の摘発状況①～海上貨物～

●令和７年の摘発件数は８件となり、件数は少な
いものの、継続的に摘発されている。

●海上貨物からの摘発は、１件で大量の薬物押収
に結び付く場合が多い傾向がある。

8

大型・大口の海上貨物から薬物を発見する困難性

情報の重要性！



商業貨物を利用した不正薬物密輸入の摘発状況②～航空貨物～

●令和７年の摘発件数は183件と前年と比べ
ると件数は増加しており、継続して高く推移。

航空貨物全体の輸入量は引き続き増加。
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申告が激増する航空貨物から薬物を発見する困難性

情報の重要性！
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２.多発する金地金や金製品の密輸入について
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多発する金地金や金製品の密輸入
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現状 金密輸の摘発は令和元年に一時減少しましたが、令和５年以降、再び増加傾向にあります。足元で、輸出額
が過去最高水準に達する一方、輸入量や国内で新たに生産される金には大きな変動がないことは、密輸の増
加を強く示唆しています。

多発する金地金や金製品の密輸入
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現状 組織的な密輸スキームが活用され、密輸の利益が犯罪組織の資金源になっている可能性も疑われるなど、金
密輸の更なる対策が喫緊の課題です。

多発する金地金や金製品の密輸入
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令和７年11月27日（木）に、片山大臣出席のもと臨時税関長会議を開催しました。

物流・人流が急増する中、不正薬物、金、知的財産侵害物品等の密輸がますます巧妙化・複雑化しており、適
正通関のための厳格な取締りと貿易円滑化のための迅速通関の両立はかつてないほど困難な課題となってい
ます。とりわけ、「金の密輸」は、税関の根幹を揺るがしかねない重大な問題であり、緊急の対応を行うべく、臨
時税関長会議が開催されました。

会議では、片山大臣から、全国の税関長に対して、金密輸に対する総合的な対策を行うよう指示がなされまし
た。

多発する金地金や金製品の密輸入



多発する金地金や金製品の密輸入
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【航空貨物】 【航空貨物】【海上貨物】

（令和6年2月 東京税関）

香港から到着した航空貨物からＩＣチッ
プに偽装隠匿された、金約20キログラ
ムを摘発しました。





（2024年4月8日香港税関プレスリリース）

海外摘発

令和６年3月27日、香港税関は、東京向け航空貨物のコンプレッサーから金146kgを摘発。

【航空貨物】



３.不審貨物通報等情報提供への協力依頼について



不審貨物通報のお願い ～国民の安全安心を確保するために～

国民の健康、安全、安心を守るため、貿易に携わる皆様のお力を是非税関にお貸しくださ
い。 （MOU通報が摘発に結び付いた事例は数多くあります。）

「税関に提出される関係書類等では分からない情報」は特に貴重かつ有用です。

結果として摘発に結び付かなくてもかまいません。些細なことでも、不自然・不審に感じ
ることがあればお知らせください。

些細な情報であっても、その後の調査で有効な情報となり、密輸の解明につながることも
あります。

了解がない限り、情報源は秘匿します。匿名でも構いません。
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貿易の前線で活躍される皆様からみて、「何か変、おかしい」、「こんなこと今までにな
い」、「通常あり得ない」、「どことなく不自然」、「どうも胡散臭い、怪しい」などといった通
常と異なる不審な貨物があれば是非お知らせ下さい。

薬物や金密輸は「反社会勢力の資金源となり、その資金は強盗殺人など他の犯罪に
使用される虞もある」など、国民全体に影響を及ぼす深刻な社会問題です。



不正薬物の形状
～税関以外の関係者にも気づかれないよう細工～
●覚醒剤は「白い粉」というイメージが強いと思います。しかし、最近は様々な形状で密輸
されており、結晶状だけではなく、液体、固形物、錠剤など多種多様です。色も白とは限り
ません。

●様々な形状で密輸される傾向は、覚醒剤だけでなく、コカイン、MDMA等の麻薬、大麻、
指定薬物等、不正薬物全般にみられます。

●対象物件が「白い粉」でなくても何か不審点があれば税関に是非お知らせ下さい。

【覚醒剤の外観 一例】

21白色結晶 錠剤 炭状 黒色粉末 液状

外観上の不審点



大麻 麻薬 指定薬物

MDMA粉末植物片

液体

MDMA水溶液

薬物の外観 一例

コカイン水溶液

カートリッジ入り

MDMA錠剤

MDMA結晶

コカイン粉末
（コーヒーに偽装）

樹脂

大麻たばこ

カートリッジ入り大麻クッキー

粉 末

密封容器入り液体

粉末をまぶした紙巻たばこ
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薬物隠匿が疑われる形状・痕跡

●申告貨物の内部に隠す方法は元より、水溶液にして飲料等に偽装したり、水溶液を衣類等に染み込
ませたり、薬物を成形して他の物に見せかけたりと多種多様な手口で密輸が行われています。

●以下に例示するような通常の貨物とは異なる点（不審点）があれば税関に是非お知らせください。
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是非、通報を！

【申告貨物の内部に隠匿する手口】

溶接、塗装、開封痕、漏れ出し等
隠匿工作が疑われる痕跡

ペットフ
－ド缶
詰から
覚醒剤
が漏れ
出し

液体内部に浮遊物や沈殿物
正規品と色が相違

【飲料等に偽装する手口】

テキーラボト
ル内に覚醒
剤結晶が沈
殿

衣類等が不自然に湿っている
結晶物が浮き出てきている

スポーツソックス
に染み込ませた
覚醒剤水溶液が
一部乾燥して結
晶が浮き出し

【染み込ませ手口】

【大量貨物の一部のみに隠匿する手口】

一部のみ違うマークや目印
重量が他の貨物とは違う

【関係書面に記載しない手口】

インボイス等に記載外の貨物が混在



梱包・運搬具も隠匿道具に！

●不正薬物は申告貨物の中に隠されているとは限りません。外装段ボール箱のような梱包具や、
パレット、海上コンテナ自体のような運搬具に隠されている場合もあります。

こうした容器等に不自然な点がある場合も税関に是非お知らせください。
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貨物を持つと外装箱から
ジャラジャラ音がする

【海上貨物のパレットに覚醒剤を隠匿】

不自然に貨物とパレット
を一体化している

是非、通報を！

【外装段ボール箱内にＭＤＭＡ錠剤を隠匿】



通販貨物やドキュメントにも注意！
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（大手通販会社で販売されていた大麻製品） （書類に液状コカインを染み込ませ）

通販貨物 ドキュメント

●通販貨物だから「大丈夫」という訳では
ありません。
●大麻が合法な地域で通信販売されていた
貨物から、日本では禁止されている大麻製
品が摘発された事例もあります。
●大麻の葉のマーク、大麻を連想させる表
示等があれば通報をお願いします。

●ドキュメントだから「大丈夫」という訳
ではありません。
●書類の内部をくり抜いて隠す手口、四角
い形状にして書類に見せかける手口、薬物
の液体を書類に染み込ませる手口などで不
正薬物が摘発された事例があります。
●不自然な形状・重み、湿った書類等があ
れば通報をお願いします。

（大麻の葉のマーク）

（製本して書類に偽装したＬＳＤ）



取引形態の不審点
●業種に見合わない内容、数量の貨物

（自動車部品販売会社がパソコン用品、マンションの一室に大量の貨物等）

●輸入してまで仕入れる必要性が感じられない貨物

（骨董価値、希少価値等も感じられないボロボロの貨物等）

●実在しない会社・住所、使われていない電話番号

●配送先が不自然

（空き部屋、空き家、空き地、駐車場、ホテル、民泊、私設私書箱等）
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是非、通報を！

空き部屋を利用した密輸が多発！



行動・言動の不審点

●口調が乱暴、威圧的で暴力団員風

●商品説明や輸入目的をスムーズに説明できない

●通関を異常に急ぐ、税関検査を気にしている様子、頻繁な通関状況の
問い合わせ

●頻繁な転送依頼、不自然な置き配依頼
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是非、通報を！



あれ？「いつもとちがう？おかしいぞ？」

●同一品名、包装であるにもかかわらず明らかに重量の異なる貨物

●インボイス等へ記載されているものと違う物品を発見

●同一貨物の中に異なるマークや印を付している貨物がある

●塗装、溶接などに明らかな加工の形跡があり、内壁や床に通常ではない空間

がありそうなコンテナを発見

●通常ない作業指示（例：貨物ではなくパレットに対する作業指示 等）

●いつもと異なる不自然な積み付け

●申告内容とは異なる明らかな異臭

●ホテル、民間私書箱等を指定した貨物の配送先
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どんなことでも

違和感を感じたら
是非、通報を！







平和な社会のために、みなさんの目もお貸しください



ご清聴、
ありがとうございました。
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通報先税関窓口

密輸ダイヤル ： ０１２０－４６１－９６１（シロイ、クロイ）

税関ホームページ ： http://www.customs.go.jp/osaka/

最寄りの税関職員 ： お近くの税関官署保税部門等の職員へ
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